
 
 
（改正後全文） 

平成１２年１０月２５日 

社 援 監 第 １８  号 

一 部 改 正 

 

平成１３年 ３月３０日               平成１４年 ３月２９日 

平成１５年 ３月２８日               平成１６年 ３月２９日 

平成１７年 ３月２８日                              平成１８年 ３月３１日 

平成１９年 ６月１８日                              平成２０年 ６月１２日 

平成２１年 ５月２１日                              平成２２年 ３月２９日 

平成２３年 ４月 ４日                              平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ ３ 日 

平成２５年 ４月１０日                              平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ ８ 日 

平成２７年 ３月２７日                              平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

平成２９年 ３月２９日                              平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ３ 日                              令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 

令 和 ３ 年 ３ 月 ３ ０ 日                              令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日 
令 和 ５ 年 ３ 月 ３ ０ 日               令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ４ 日 

 
 
   都道府県知事 
各                殿 
   指定都市市長 

 

                                      厚生省社会・援護局監査指導課長 

 

厚生労働省による都道府県・指定都市に対する生活保護法施行事務監査 

にかかる資料の提出について 

 

生活保護法施行事務監査並びに指定医療機関に対する指導及び検査の実施については、

平成１２年１０月２５日社援第２３９３号厚生省社会援護局長通知及び昭和３６年９月３

０日社発第７２７号医療扶助運営要領により示されているところであるが、標記について

は、別紙「生活保護法施行事務監査資料」により作成の上、原則、監査期日３週間前まで

に当職あて提出されたい。 

また、提出資料のうち、若干の調査時点に相違がある程度の既存の資料がある場合につ

いて、調査時期を明記の上、これにかえて差し支えないので念のために申し添える。 

なお、本通知は、地方自治法第２４５条の９に規定する処理基準とする。 

おって、「厚生省による都道府県・指定都市に対する生活保護法施行事務監査にかかる資

料の提出について」（平成１２年３月３１日社援監第５号厚生省社会・援護局監査指導課

長通知）は廃止する。 


